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事例番号：２６００６５ 

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第二部会 

 

１．事例の概要 

経産婦。尿糖は、妊娠５週、２８週に(４＋)がみられ、血糖は妊娠１０週

に６９ｍｇ／ｄＬ、２６週８７ｍｇ／ｄＬであった。妊娠３９週０日、妊産

婦は前日の夜より胎動を感じないことから当該分娩機関を受診、胎児心拍数

陣痛図で高度変動一過性徐脈と基線細変動の低下を認め、胎児機能不全のた

め緊急帝王切開目的で入院となった。入院後１時３２分で手術が開始され、

その５分後に児が娩出された。臍帯巻絡、羊水混濁はみられなかった。また、

胎盤病理組織学検査は行われなかった。 

児の在胎週数は３９週０日で、体重は３３００ｇ台であった。臍帯動脈血

ガス分析値は、ｐＨ７．１１、ＢＥ－６．０ｍｍｏｌ／Ｌであった。アプガ

ースコアは生後 1 分２点、生後５分４点であった。生後７分のアプガースコ

アは９点であった。母児面会実施時に、経皮的動脈血酸素飽和度が９０％台

前半となり、酸素が５Ｌ／分で投与された。生後１時間４３分、経皮的動脈

血酸素飽和度４０％台で無呼吸状態となり、医師は近隣のＮＩＣＵへ搬送を

決定した。搬送先のＮＩＣＵ入院時に痙攣様の動きがあり、呼吸が停止した。

バッグ・マスクによる人工呼吸が行われ、気管挿管後に人工呼吸器が装着さ

れた。処置中も全身強直様で開口は困難であり、時々下肢に自転車こぎのよ

うな動きがみられた。その後、高次医療機関のＮＩＣＵへ搬送された。血液
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ガス分析値（足底）は、ｐＨ７．２７、ＢＥ－５．１ｍｍｏｌ／Ｌであった。

ＬＤＨは７２８０Ｕ／Ｌ、ＣＫは８９７４Ｕ／Ｌで経過中の最高値であった。

頭部超音波断層法では脳浮腫が疑われた。頭部ＣＴスキャンでは、大脳実質

と骨との間の隙間がほとんどなく、大脳全体が低吸収域で大脳全体の脳浮腫

と考えられた。生後１日、ＬＤＨ７３８４Ｕ／Ｌ、ＣＲＰ３．３１ｍｇ／ｄ

Ｌで、いずれも経過中の最高値であった。生後４日、頭部超音波断層法で右

後頭葉に出血を疑う所見がみられた。生後１９日の頭部ＭＲＩでは、大脳皮

質、基底核に広範囲に萎縮、軟化病変がみられた。 

本事例は診療所の事例であり、産婦人科専門医１名と助産師４名、准看護

師２名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、妊娠３９週０日以前に生じた妊娠

経過中の臍帯の偶発的な圧迫や異常な子宮収縮などによる血流障害などが考

えられるが特定はできない。本事例において新生児低血糖は脳性麻痺発症の

増悪因子となった可能性も考えられる。また、出生時から生後１日までのＣ

ＲＰは軽度上昇しており、脳性麻痺発症の増悪因子となった可能性がある。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

  妊娠中の尿糖（４＋）の所見に対して、７５ｇＯＧＴＴを実施せずに経過

をみたことは選択されることは少ない対応である。 

妊娠３９週０日、高度変動一過性徐脈が出現後、基線細変動の減少および

軽度遅発一過性徐脈が反復している際の対応が記録になく、帝王切開の準備

がされていたのであれば基準内であり、もし帝王切開の準備がされていなか

ったのであれば一般的ではない。高度遷延一過性徐脈が出現しており緊急帝
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王切開目的で入院とした対応は一般的である。帝王切開の開始が高度遷延一

過性徐脈の発生から１時間４１分が経過していたことについては、胎児心拍

数陣痛図が回復している状況では緊急で行う必要はないという意見と、その

後の回復にかかわらず速やかに帝王切開すべきとする意見の賛否両論がある。 

新生児の蘇生処置、搬送の決定は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）入院後の胎児心拍数陣痛図の判読と対応の記録について 

本事例では、入院後の胎児心拍数陣痛図の判読と、医師の判断や対応に

ついて、診療録に記載がなかった。今後は、診療録に記載することが望ま

れる。 

（２）胎盤病理組織学検査の実施について 

胎盤の病理組織学検査は、その原因の解明に寄与する可能性があるの

で、 分娩経過に異常を認めた場合や重症の新生児仮死が認められた場合

には、実施することが望まれる。 

（３）院内でのカンファレンスについて 

当該分娩機関において、今回の分娩に関係するカンファレンス、安全

管理のための委員会等は分娩後に行われなかった。本事例のようにアプ

ガースコアの低い児が出生した場合には、院内で事例検討を実施するこ

とが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 
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３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

特になし。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


